
２
番
　
髙
波
　
幸
雄

13 
番
　
朝
田
　
和
宏

７
番
　
篠
原
　
亮
太

９
番
　
池
谷
　
和
代

一般質問から

借
上
型
市
営
住
宅
に
つ
い
て

夏
季
休
業
中
の
学
校
教
育
に
つ
い
て　

八
潮
市
の
適
正
な
学
校
配
置
に
つ
い
て

保
育
所
の
耐
震
診
断
に
つ
い
て

介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
い
て

※
議
員
名
の
上
の
番
号
は
、議
席
番
号
を
示
し
て
い
ま
す
。

10 
番
　
郡
司
　
伶
子

　

平
成
26
年
第
2
回
定
例
会
の

一
般
質
問
は
、
6
月
16
日
、
17

日
、
18
日
の
３
日
間
に
わ
た

り
、
17
人
の
議
員
が
48
項
目
の

質
問
事
項
に
つ
い
て
、
市
の
見

解
を
求
め
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
各
議
員
の
主
な
質
問
と
、

そ
れ
に
対
す
る
市
の
見
解
を
紹

介
し
ま
す
。

　

な
お
、
詳
し
く
は
、
8
月
下

旬
に
更
新
予
定
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
は
「
介
護
の
社
会

化
」を
目
的
に
導
入
さ
れ「
選
べ

る
サ
ー
ビ
ス
」を
、と
言
わ
れ
て
き
た
。

　

本
市
の
第
５
期
高
齢
者
保
健
福
祉

計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
で
は

「
60
床
規
模
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
を
整
備
す
る
」
と
し
た
が
、
実
現

し
て
お
ら
ず
、
こ
の
３
年
間
で
入
所

待
機
者
が
２
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
。

八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
審
議
会

答
申
に
は
「
意
見
、
要
望
」
の
一
つ
と

し
て
「
要
介
護
者
を
支
え
る
家
族
の

『
笑
顔
』
が
見
え
る
支
援
を
行
う
こ

と
」
と
あ
る
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

を
増
や
し
、
入
所
待
機
者
を
減
ら
す
こ

と
も
、
家
族
の
『
笑
顔
』
が
見
え
る
支

援
の
大
き
な
要
素
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

　

終
の
棲
家
と
な
る
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
入

所
希
望
者
数
が
多
く
、
平
成
25
年
度

に
埼
玉
県
が
行
っ
た
調
査
で
、
八
潮

市
の
待
機
者
数
は
２
４
９
人
と
な
っ

て
い
る
。

　

在
宅
で
家
族
の
方
が
、
24
時
間
介

護
を
続
け
る
中
に
あ
っ
て
も
、
『
笑

顔
』
が
見
え
る
支
援
を
行
っ
て
い
く

た
め
、
各
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図
る
と
と
も
に
、
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
整
備
に
つ
い
て
も
、
第
６
期

事
業
計
画
を
策
定
す
る
中
で
、
高
齢

者
保
健
福
祉
推
進
審
議
会
委
員
等
の

意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

Q

Ａ

　

現
在
、
市
内
の
適
正
な
学
校

配
置
に
関
し
て
、
学
校
教
育
審

議
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
間
も
な

く
答
申
が
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
教
育
委
員

会
と
し
て
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等

は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

伺
い
ま
す
。

　

本
市
の
南
部
地
区
は
、
駅
開

業
に
伴
う
人
口
増
加
に
よ
り
、

児
童
生
徒
数
が
増
加
し
、
今
後
、
教

室
数
の
不
足
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
北
部
地
区
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
街
化
調
整
区
域
に
指
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
八
條
北
小
学

校
で
は
児
童
数
が
減
少
し
、
す
べ
て

の
学
年
が
１
学
級
と
い
う
状
況
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
市
の
児
童
生
徒

数
は
、
南
部
地
区
と
北
部
地
区
を
比

較
す
る
と
、
二
極
化
が
顕
著
で
あ
り
、

学
校
規
模
に
著
し
い
差
異
が
生
じ
て

い
ま
す
。

　

今
後
、
教
育
委
員
会
で
は
、
最
終

答
申
を
基
に
、
地
域
の
実
情
を
勘
案

し
児
童
生
徒
の
登
下
校
の
安
全
を
考

慮
し
な
が
ら
、
通
学
区
域
の
見
直
し

も
視
野
に
入
れ
、
適
正
な
学
校
配
置

に
つ
い
て
具
体
的
な
方
策
を
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

QＡ

　

市
内
小
中
学
校
に
お
い
て
夏

季
休
業
中
に
ど
の
よ
う
な
教
育

活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
か
お
伺
い
し

ま
す
。

　

各
小
・
中
学
校
に
お
い
て
、

様
々
な
教
育
活
動
が
計
画
的
に

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
小
学
校
５
年

生
を
対
象
と
し
た
林
間
学
校
で
は
自

然
の
中
で
集
団
宿
泊
活
動
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
自
然
に
親
し
み
人
間
関

係
や
公
衆
道
徳
を
育
む
取
組
み
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル

と
称
し
た
補
習
授
業
で
は
中
学
生
の

学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
、
地
域
の
方

や
退
職
し
た
教
員
の
学
習
支
援
も
得

て
、
一
人
一
人
に
応
じ
た
学
び
の
支

援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
水
泳
学
習

は
、
夏
季
休
業
中
に
学
校
施
設
の
プ

ー
ル
を
使
用
し
て
実
施
し
て
お
り
、

泳
力
の
向
上
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

　

更
に
、
市
内
小
学
校
ハ
ン
ド
ボ
ー

ル
大
会
に
向
け
た
練
習
な
ど
が
実
施

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

夏
季
休
業
期
間
に
は
、
普
段
の
学

校
生
活
で
は
時
間
を
確
保
す
る
事
が

難
し
い
活
動
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た

ち
一
人
一
人
に
じ
っ
く
り
向
き
合
い

な
が
ら
、
教
育
活
動
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

QＡ

　

公
立
保
育
所
の
耐
震
診
断
の

状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
か
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

本
市
で
は
、
「
建
築
物
の
耐

震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
「
八
潮
市
建
築
物
耐

震
改
修
促
進
計
画
」
を
策
定
し
て
お

り
公
立
保
育
所
の
耐
震
診
断
は
、
こ

の
計
画
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
計
画
で
対
象
と
な
る
保
育
所
は
、

階
数
が
２
以
上
で
延
べ
面
積
が
５
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
を

対
象
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
計

画
の
対
象
と
な
る
の
は
中
央
保
育
所

の
み
で
す
。
中
央
保
育
所
は
、
平
成

25
年
に
耐
震
診
断
を
実
施
し
た
と
こ

ろ
、
建
物
に
求
め
ら
れ
る
強
度
が
基

準
を
下
回
っ
て
い
る
状
況
で
し
た
の

で
、
当
面
の
対
応
と
し
て
、
児
童
の

安
心
・
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
避

難
訓
練
な
ど
、
月
１
回
実
施
し
て
い

ま
す
。
市
と
し
て
も
今
後
の
対
応
方

法
に
つ
い
て
、
耐
震
補
強
工
事
も
含

め
検
討
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
他
の

公
立
保
育
所
は
南
川
崎
保
育
所
を
除

き
施
設
の
築
年
数
が
30
年
以
上
経
過

し
て
老
朽
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

耐
震
化
を
目
的
と
し
た
、
外
壁
の
改

修
修
繕
や
室
内
ク
ロ
ス
の
張
替
な
ど
、

修
繕
を
計
画
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

老
朽
化
し
た
保
育
所
は
今
後
も
計
画

的
に
修
繕
し
て
い
き
ま
す
。

QＡ

　

社
会
的
格
差
が
広
が
り
、
住

ま
い
の
貧
困
化
が
す
す
ん
で
い

ま
す
。
公
的
な
住
宅
対
策
の
拡
充
、

民
間
賃
貸
住
宅
へ
の
家
賃
補
助
制
度

の
創
設
な
ど
支
援
策
が
喫
緊
の
課
題

で
す
。

　

春
日
部
市
で
は
県
内
初
の
民
間
事

業
者
が
建
設
し
た
賃
貸
住
宅
を
市
営

住
宅
と
し
て
借
り
上
げ
る
制
度
を
実

施
し
ま
し
た
。
市
営
大
曽
根
住
宅
の

移
転
な
ど
、
以
前
か
ら
す
す
め
て
い

る
調
査
研
究
の
現
状
を
伺
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
直
接
建
設
し
て

住
宅
を
供
給
し
て
き
ま
し
た
が
、

長
引
く
景
気
低
迷
の
中
、
民
間
事
業

者
を
活
用
し
た
春
日
部
市
と
同
様
の

借
上
げ
型
方
式
を
調
査
、
研
究
し
て

き
ま
し
た
。
合
わ
せ
て
、
既
存
民
間

賃
貸
住
宅
の
活
用
に
つ
い
て
、
研
究

し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
経
済
情
勢
も
厳
し
く
不
安

定
な
状
況
で
す
の
で
、
費
用
対
効
果

を
考
え
て
、
住
宅
供
給
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

QＡ

平成２6年（２０１4年）8月
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